
○自家用車活用事業の許可事業者一覧について （鶴岡市）

許可日 事業者名 営業所名
令和7年12月18日 出羽ハイヤー(株) 本社営業所

        自家用車活用事業の実施時間帯は全日 １６時台～翌５時台

使用可能車両数
3

    ※上記「鶴岡市」についてはタクシー事業における営業区域のことで、鶴岡市のうち、平成１７年１０月１日に合併された旧東
田川郡藤島町、羽黒町、櫛引町、朝日村、旧西田川郡温海町の区域を除く）


